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１ 招集告示 

福島県後期高齢者医療広域連合告示第２２号 

 

令和５年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

令和５年６月１６日 

 

福島県後期高齢者医療広域連合長 木 幡  浩 

 

１ 日 時  令和５年７月１９日（水）午後１時３０分 

２ 場 所  福島県福島市杉妻町３番４５号 

杉妻会館 ３階 「百合」 

 

２ 招集年月日 

令和５年７月１９日（水曜日） 

 

３ 招集の場所 

杉妻会館 ３階 「百合」 

 

４ 会議の時刻 

令和５年７月１９日（水曜日） 午後１時４０分開会、午後２時４６分閉会 

 

５ 応招議員 

３番 遠藤 忠一 君   ４番 須田 博行 君   ５番 三澤 豊隆 君 

６番 髙橋 廣志 君   ８番 伊澤 史朗 君  １０番 五十嵐 伸 君 

１１番 石橋 浩人 君  １２番 本多 勝実 君  １３番 片平 秀雄 君 

１４番 小玉 智和 君  １５番 割貝 寿一 君  １６番 渡邉 一夫 君 

 

６ 不応招議員 

１番 品川 萬里 君   ２番 内田 広之 君   ７番 澤村 和明 君 

９番 清川 雅史 君 

 

７ 出席議員 

「５ 応招議員」に同じ。 

 

８ 欠席議員 

「６ 不応招議員」に同じ。 
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９ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

広域連合長   木幡 浩 君    副広域連合長  髙橋 宣博 君 

代表監査委員  長谷川 敏朗 君  会計管理者   佐藤 雅宏 君 

事務局長    丹治 雅裕 君   事務局次長   斉藤 政宏 君 

総務課長    菊田 祐子 君   業務課長    佐藤 朱美 君 

 

１０ 議事日程 

日程第 １  諸般の報告 

日程第 ２  議席の指定 

日程第 ３  議長の選挙 

日程第 ４  会議録署名議員の指名 

日程第 ５  会期の決定 

日程第 ６  承認第１号及び第２号、認定第１号及び第２号、議案第１１号から第１６号、

報告第１号、同意第３号の提出 

日程第 ７  提案理由の説明 

日程第 ８  承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例（新型コロナウイルス感染

症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減

免）） 

日程第 ９  承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第２号 令和５年度東日本大震災等による被災者に対す

る福島県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例） 

日程第１０  認定第 １号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決

算認定について 

日程第１１  認定第 ２号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２  議案第１１号 福島県後期高齢者医療広域連合例規集の電子化に伴う条例の用

語等の整備に関する特別措置条例の制定について 

日程第１３  議案第１２号 福島県後期高齢者医療広域連合地方公務員法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１４  議案第１３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

日程第１５  議案第１４号 福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び福島県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約の制

定について 

日程第１６  議案第１５号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算
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（第１号） 

日程第１７  議案第１６号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号） 

日程第１８  報告第 １号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計繰越明許費

繰越計算書について 

日程第１９  同意第 ３号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求める

ことについて 

 

１１ 本日の会議に付した事件 

  「１０ 議事日程」に記載のとおり。 

 

１２ 会議の経過 

（午後１時４０分） 

(1) 開会及び開議の宣告 

事務局次長（斉藤 政宏君）定例会の開会に先立ち、ご説明申し上げます。 

議長につきましては、現在空席となっておりますので、議長が選挙されるまでの間、地

方自治法第１０６条第１項の規定により、副議長が議長の職務を行うことになります。 

それでは、片平副議長、議長席によろしくお願いいたします。 

 

副議長（片平 秀雄君） ただいま出席議員が定足数に達しておりますので、これより「令

和５年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会」を開会いたします。 

ご報告いたします。 

品川 萬里君、内田 広之君、澤村 和明君、清川 雅史君より欠席の届がありました。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

(2) 諸般の報告 

副議長（片平 秀雄君） 日程第１「諸般の報告」を行います。 

２月定例会以後に議員の異動がありましたので、報告いたします。 

令和５年３月３１日付けで、三瓶 裕司君より辞職願が提出され、同日これを許可しまし

た。また、令和５年４月２９日付けで、佐川 正一郎君が任期満了となりました。 

これにより、令和５年４月１９日告示の補欠選挙が執行され、髙橋 廣志君、本多 勝実

君が当選されました。 

令和５年６月２５日付けで、鈴木 久一君、令和５年７月９日付けで、筒井 孝充君が任

期満了となりました。 

これにより、令和５年６月１３日告示の補欠選挙が執行され、五十嵐 伸君、小玉 智和

君が当選されました。 

 

(3) 議席の指定 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第２「議席の指定」を行います。 
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会議規則第４条第１項の規定により、今回補欠選挙において当選された髙橋 廣志君の議

席を６番、五十嵐 伸君の議席を１０番、本多 勝実君の議席を１２番、小玉 智和君の議

席を１４番に指定します。 

 

(4) 議長の選挙 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第３「議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第２９２条で準用する同法第１１８条第２項の規定

により指名推選にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、副議長が指名することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、副議長が指名することに決定いたしました。 

それでは、指名いたします。 

議長に、１１番 石橋 浩人君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、副議長が指名いたしました、石橋 浩人君を議長の当選人と定めることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました、石橋 浩人君が議長に当選されました。 

ただいま議長に当選されました、石橋 浩人君が議場におられますので、福島県後期高

齢者医療広域連合議会会議規則第３２条第２項の規定によって当選を告知いたします。 

石橋 浩人議長、前方の演壇へ登壇願います。 

議長（石橋 浩人君） ただいま、皆様のご推挙によりまして、議長を務めることになりま

した石橋 浩人でございます。 

議員の皆様の真摯な議論を通じ、円滑な議会運営を図ってまいりたいと考えております

ので、皆様のご指導、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

副議長（片平 秀雄君） ここで、議長を交代いたします。 

石橋 浩人議長、議長席へお着き願います。 

 

(5) 会議録署名議員の指名 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第４「会議録署名議員の指名」を行います。 
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会議録署名議員に、８番 伊澤 史朗君、１４番 小玉 智和君を指名いたします。 

 

(6) 会期の決定 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第５「会期の決定」を議題といたします。 

本定例会の会期は本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付しており

ます議事日程のとおりとすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

(7) 承認第１号及び第２号、認定第１号及び第２号、議案第１１号から第１６号、報告第１号、

同意第３号の提出 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第６「承認第１号及び第２号、認定第１号及び第２号、

議案第１１号から第１６号、報告第１号、同意第３号」の提出を行います。 

ただいま、広域連合長から議案の提出がありました。 

議案は、先にお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 

(8) 提案理由の説明 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第７「提案理由の説明」を行います。 

広域連合長より、提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

広域連合長（木幡 浩君） 提案理由の説明につきましては、副広域連合長より代読してい

ただきますのでご了承のほど、お願いいたします。 

議長（石橋 浩人君） 副広域連合長。 

副広域連合長（髙橋 宣博君）それでは、提案理由につきまして、代読させていただきます。 

本日、ここに、令和５年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を招集しました

ところ、ご参集を賜り厚く御礼申し上げます。 

提案理由に先立ちまして、後期高齢者医療制度に関し広域連合長として制度運営に対する

所信を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

この後期高齢者医療制度は、平成２０年度の発足以来１５年が経過し、高齢者の皆様が健

やかに過ごすために欠かすことのできない制度として、構成市町村のご協力のもと適正な運

営に努めてきたところです。 

今般、すべての世代が公平に支え合う持続可能な社会保障制度を構築するための改革とし

て、今国会で健康保険法等改正法が成立しました。 

後期高齢者医療に関する主なものとしては、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する

仕組みの導入、また、現役世代と高齢者の給付と負担のバランスの是正として、保険料の賦

課限度額及び所得に係る保険料率の引き上げがあります。 

この保険料率等の引き上げは、年金収入が１５３万円相当以下の方にあっては負担増がで

きるだけ生じないように配慮する一方で、負担能力に応じた負担を求めるものとなっていま

す。 
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今年度に行う令和６・７年度の保険料率改定作業では、これらの影響による激変緩和措置

も講じられていますので、過度な負担増にならないよう留意しながら算定を行ってまいりま

す。 

また、マイナンバーカードの保険証一体化につきまして、今国会で関連法が可決されたこ

とから、被保険者に混乱が生じないよう、来年秋の実施に向け、周知広報などの準備を今年

度から進めてまいります。 

次に、東日本大震災による原子力発電所事故に伴う避難指示区域等の被保険者に対してな

されてきた保険料や一部負担金の減免措置ですが、今年度から段階的な見直しが始まりまし

た。被保険者をはじめ県民の皆様に対して丁寧に説明を行い、併せて、見直し対象となる市

町村に対しても、保険料収納対策などの支援に努めてまいります。 

次に、健康の保持増進の取組について申し上げます。 

令和６年度に全市町村での実施を目指している「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的

な実施」につきましては、今年度には５１市町村が取り組むこととなりました。 

今後、市町村向けの研修会開催や、実施に当たっての指導助言などの支援をさらに強化し、

健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向け、市町村との連携を深めながら取組を進めてまいり

ます。 

以上、後期高齢者医療制度についての一端を申し上げましたが、今後も健全な財政運営と

医療保険制度の安定的な運営を図り、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう努めて

まいりますので、関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に、本定例会に提出いたしました案件について申し上げます。 

提出いたしました案件は、専決処分の承認が２件、令和４年度決算に係る議案が２件、条

例に係る議案が３件、市町村総合事務組合の規約変更について１件、令和５年度補正予算に

係る議案が２件、明許繰越の報告が１件、人事に係る同意が１件、合わせて１２件です。 

「承認第１号」は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に

対する令和４年度分保険料の減免に関し、「福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例」について所要の改正を行うため、「承認第２号」は、東日本大震災による被

災者の保険料減免について、令和５年度分保険料減免の財政支援の基準が示され、また、段

階的な見直しも始まることから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をした

ものであり、同条第３項の規定により承認を求めるものです。 

「認定第１号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定につ

いて」及び「認定第２号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について」は、地方自治法第２３３条第３項の規定により監査委員の審

査に付した決算と決算附属書類を添え、監査委員の意見を付けて認定に付するものです。 

「議案第１１号 福島県後期高齢者医療広域連合例規集の電子化に伴う条例の用語等の整

備に関する特別措置条例の制定について」ですが、例規データベースシステムを導入して例

規集を整備するにあたり、既存の条例の内容及び効力に影響を及ぼさない限度において、用

語、用字等を整えるため、必要な規定の整備を行うものです。 

「議案第１２号 福島県後期高齢者医療広域連合地方公務員法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第
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１３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」ですが、いずれも引用している法令等の条項を一部改正するものです。 

「議案第１４号 福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福島

県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約の制定について」ですが、田村広域行政組

合が本年３月３１日に解散したことに伴い、所要の改正をするものです。 

「議案第１５号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）」

につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３,１６７万１，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ１２億７,９３７万４，０００円とするものです。 

「議案第１６号 令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）」につきましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６６億３,０

６１万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２,６３７億８,６６３万４，

０００円とするものです。 

「報告第１号 令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計繰越明許費繰越計算書

について」につきましては、令和４年度一般会計繰越明許費について、地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により、議会へ報告するものです。 

「同意第３号 福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任の同意を求めることについ

て」ですが、広域連合議会議員のうちから選任する監査委員の辞職に伴い、後任の監査委員

の選任の同意を求めるものです。 

以上が提出議案の概要となります。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

(9) 承認第１号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第８「承認第１号 専決処分の承認を求めることについ

て 専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料

の減免）」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 承認第１号「専決処分の承認を求めること」について、Ａ４横

型の資料１の「議案説明資料」により説明します。 

１ページをお開きください。 

専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例の趣旨は、高齢者の医療の確保に関する法律第１１１条の規定に基づき、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に係る令和４年度相当分の保険料

の減免をするため、所要の改正を行うものです。 

主な内容は、令和４年度相当分の保険料であって、令和４年度末に資格を取得したことな

どにより、令和５年４月以後に普通徴収の納期限が設定されている保険料を対象とするもの

です。 

なお、令和５年度相当分の保険料は、減免いたしません。急を要したことから、地方自治

法の規定に基づき、令和５年３月２４日付けで専決処分をいたしましたので、これを報告し
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承認を求めるものです。条例の施行日は、令和５年４月１日です。２ページが新旧対照表で

す。 

承認第１号の説明は以上です。 

議長（石橋 浩人君） それでは、「承認第１号」の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第１号は、これを原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、承認第１号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

(10) 承認第２号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第９「承認第２号 専決処分の承認を求めることについ

て 専決第２号 令和５年度東日本大震災等による被災者に対する福島県後期高齢者医療保

険料の減免に関する条例」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 承認第２号「専決処分の承認を求めることについて」説明しま

す。 

「議案説明資料」の３ページをお開きください。 

専決第２号「令和５年度東日本大震災等による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険

料の減免に関する条例」の趣旨は、被災者に対する保険料について、国から令和５年度分の

減免の財政支援の基準が新たに示されたことから、当該年度の減免条例を制定するものです。 

主な内容は、令和５年度の保険料について、平成２６年までに避難指示等が解除された地

域における減免及び上位所得層の保険料減免の取扱いを定めたものです。 

被災者に対する保険料の減免については、これまで毎年、既存条例の一部改正で対応して

きたため、現行条例から過去の減免の内容を読み取ることが難しくなっています。この度、

国において、避難指示等の解除に伴う保険料減免措置の段階的な見直しも始まり、今後、よ

り複雑となることが想定されます。分かりやすい条例とするため、年度ごとに新たな条例を

制定して対応します。 

急を要したことから、地方自治法の規定に基づき、令和５年７月５日付けで専決処分しま

したので、これを報告し承認を求めるものです。 

条例の施行日は、令和５年７月５日、適用は令和５年４月１日に遡って適用します。 
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承認第２号の説明は以上です。 

議長（石橋 浩人君） それでは、承認第２号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第２号は、これを原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、承認第２号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

（11）認定第１号及び第２号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１０「認定第１号 令和４年度福島県後期高齢者医療

広域連合一般会計歳入歳出決算認定について」及び日程第１１「認定第２号 令和４年度福

島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」は、関連

がありますので、一括議題にしたいと思います。 

お諮りいたします。 

一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君）ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 認定第１号「令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会

計歳入歳出決算認定について」、決算認定資料【別冊１】「令和４年度福島県後期高齢者医

療広域連合各会計歳入歳出決算書」により説明します。 

４ページをお開きください。 

まず、歳入についてですが、表の一番下の歳入合計の欄をご覧ください。 

予算現額９億９２５万７，０００円に対して、調定額、収入済額は９億９２０万５，９３

８円で、予算現額に対して５万１，０６２円の減となりました。 

次に５ページをご覧ください。 

歳出について、表の一番下の歳出合計の欄をご覧ください。 

予算現額９億９２５万７，０００円に対して、支出済額は８億４，７７７万６，４３０円

で、不用額が５，２９８万５７０円となりました。歳入歳出差引残額６，１４２万９，５０

８円は、翌年度へ繰り越します。 

次に６ページ、７ページの「一般会計歳入歳出決算事項別明細書」をご覧ください。 
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歳入の状況について、７ページの収入済額と備考の欄で説明します。 

第１款 分担金及び負担金８億５,５３０万円余は、派遣職員人件費や電算処理委託費な

ど、制度を運営する上で必要な共通経費に対する市町村の負担金です。 

第２款 財産収入８１万円余は、派遣職員の借上公舎入居料です。 

第４款 繰越金５,２９８万円余は、前年度からの繰越金です。 

第５款 諸収入９万円余は、歳計現金の預金利子や会計年度任用職員等の社会保険料納付

金などの雑入です。以上、歳入の合計は、補正後の予算現額９億９２５万７,０００円に対

して、調定額、収入済額ともに９億９２０万５，９３８円です。不能欠損額、収入未済額は、

ありません。 

続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

歳出の状況についてでありますが、９ページの支出済額と備考の欄で説明します。 

第１款 議会費６２万円余は、議員報酬など議会運営費です。 

第２款 総務費７，９５８万円余は、派遣職員のうち、事務局長、次長、総務課職員、合

わせて６名分の人件費負担金や、会計年度任用職員４名分の任用費など事務局管理運営費で

す。 

１０ページ、１１ページをお開きください。 

第３款 民生費７億６，７５７万円余は、事業に係る事務費分の特別会計繰出金や、派遣

職員のうち業務課職員１７名分の人件費負担金、任期付職員３名分の人件費などです。 

以上、歳出の合計は、補正後の予算現額９億９２５万７,０００円に対し、支出済額は、

８億４,７７７万６,４３０円、繰越明許費の８５０万円を除き、不用額は５,２９８万５７

０円です。 

次に、１２ページをお開きください。 

一般会計の実質収支に関する調書ですが、記載のとおり、５,２９３万円の実質収支額と

なりました。 

認定第１号についての説明は以上です。 

続きまして、認定第２号 「令和４年度 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定について」を説明します。 

１４ページをお開きください。 

特別会計でありますが、歳入の決算額は、収入済額の合計で、２,５３５億４,６９９万円

余、１５ページをご覧いただきまして、歳出の決算額は、支出済額の合計で、２,３８７億

１,５５４万円余、差引残額１４８億３,１４４万８,０９３円は、翌年度に繰り越します。 

歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書で主なものを説明します。 

１６ページ、１７ページをお開きください。 

まず、歳入の状況について、収入済額と備考の欄で説明します。 

第１款 市町村支出金４０８億６,２５３万円余は、被保険者からの保険料、低所得者等

の保険料軽減分を公費で負担する保険基盤安定負担金、療養給付費負担金など、市町村から

の各種負担金です。 

第２款 国庫支出金８４３億８,４９１万円余は、療養給付費や高額医療費に係る国庫負

担金のほか、各広域連合間の財政の不均衡を是正するための普通調整交付金、災害など特別
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な事情を考慮し交付される特別調整交付金、原発事故で被災した被保険者の保険料の減免等

による災害臨時特例補助金などの国庫補助金です。 

第３款 県支出金１９５億５,０２０万円余は、療養給付費や高額医療費に係る県の負担

金です。 

１８ページ、１９ページをお開きください。 

第４款 支払基金交付金９１５億１,０５６万円余は、社会保険診療報酬支払基金から交

付される、現役世代からの支援金です。 

第５款 特別高額医療費共同事業交付金５,７８９万円余は、レセプト１件の金額が４０

０万円を超える高額な医療費が発生した際に、全国の広域連合が共同で負担する特別高額医

療費共同事業からの交付金です。 

第６款 繰入金６億３,４７９万円余は、一般会計からの事務費等繰入金です。 

第７款 繰越金１６２億７,７３２万円余は、国からの療養給付費負担金など、令和４年

度に精算する償還分を含む繰越金です。 

第９款 諸収入２億６,８７５万円余は、歳計現金の運用利子や、交通事故等に係る加害

者からの損害賠償金、医療機関からの診療報酬返還金等です。 

不納欠損額３２万円余は、後期高齢者医療一部負担金等の返還請求金２件です。 

収入未済額５４０万円余は、医療機関の不正・不当請求の返還金及び資格喪失後の受診に

よる返還金や一部負担金の差額返還金が５３３万円余、相続放棄による高額療養費返還金の

過年度分が７万円余です。 

以上、歳入の合計は、補正後の予算現額２,５０９億１,８７７万４,０００円に対し、調

定額２,５３５億５,２７３万６,５５３円、収入済額２,５３５億４,６９９万３，３６７円

であり、不能欠損額は３２万８，８７６円、収入未済額は５４１万４,３１０円となりまし

た。 

次に２０ページ、２１ページをお開きください。 

特別会計の歳出の状況ですが、支出済額と備考の欄で説明します。 

第１款 総務費８億１,０１４万円余は、電算処理費のほか、資格管理費や給付管理費な

ど、制度の運営経費です。 

２２ページ、２３ページをお開きください。 

第２款 保険給付費２,３００億８,２３４万円余は、医療機関等に支払う療養給付費や、

被保険者に支給する高額療養費などです。 

２４ページ、２５ページをお開きください。 

第３款 特別高額医療費共同事業拠出金９,５６７万円余は、レセプト１件の金額が４０

０万円を超える高額な医療費を、全国の広域連合が共同で負担し、当該広域連合の財政負担

の軽減を図るための共同事業に係る拠出金です。 

第４款 保健事業費１０億５,０７３万円余は、被保険者の健康増進を図るための健康診

査事業費や、健康増進事業に係る経費です。 

２６ページ、２７ページをお開きください。 

第６款 諸支出金６６億７,６６５万円余は、保険料還付金や療養給付費の額確定に伴う

療養給付費負担金の償還金などです。 



12 

以上、歳出の合計は、補正予算後の予算現額２,５０９億１,８７７万４,０００円に対し、

支出済額２,３８７億１,５５４万５,２７４円で、不用額は１２２億３２２万８,７２６円で

す。 

次に、２８ページをお開きください。 

特別会計の実質収支に関する調書でありますが、記載のとおり、１４８億３,１４４万８,

０００円の実質収支額となりました。 

以上が、令和４年度歳入歳出決算書の説明であります。 

次に、２９ページの「財産に関する調書」をご覧ください。 

公有財産、物品、債権、基金はありません。 

３１ページ以降は、主要な施策の成果等報告書です。 

広域連合では、保険者として制度の適切な運営、医療費の適正化事業、保健事業等を実施

しています。 

主な事業について説明します。 

制度の適切な運営については、全世代対応型社会保障制度の取組の一つとして導入された

医療費の窓口負担２割導入の制度改正について対応しました。 

４２ページの下段「ウ 資格管理費」をご覧ください。 

この中で、医療費の窓口負担２割導入に係る新たな被保険者証の交付等を実施しました。 

続いて４３ページをお開きください。 

上段「エ 給付管理費」の中で、２割負担となる方には、令和７年９月３０日までの間は

負担を抑える配慮措置があることから、高額療養費の申請勧奨等を実施しました。 

医療費の適正化事業としては、中段に記載の「オ 医療費適正化等推進事業」の主な実施

内容（イ）ジェネリック医薬品において、ジェネリック医薬品へ切り替えることで、自己負

担額が「２００円以上」下がると見込まれる被保険者へ、その差額を知らせる通知を送付す

るとともに、お薬手帳などに貼るジェネリック医薬品希望シールを、新規資格取得者へ配付

しました。令和５年３月分のジェネリック医薬品の利用率は、前年度比１．６ポイント増の

８３．２％となりました。 

次に、（ウ）レセプト二次点検は、レセプトの請求内容に誤りがないか、一次点検を福島

県国保連合会で行っていますが、さらに請求内容を詳細にチェックするため、疑義のあるレ

セプトについて、二次点検を委託して実施しました。 

二次点検による再審査の申出により、過誤請求であると認められた金額は、令和４年度末

現在で４，３３７万円余となりました。 

４７ページをお開きください。 

保健事業についてですが、４款 保健事業費において、被保険者の生活習慣病の早期発見

及び健康の保持増進のため、健康診査事業と健康増進事業に取り組んでまいりました。 

アの健康診査事業は、市町村等に事業を委託して実施しました。 

イの健康増進事業は、重症化予防指導に加え、４８ページへお進みいただき、重複・頻回

受診者への適正受診指導や、低栄養・過体重の傾向にある被保険者への訪問指導、適正服薬

相談事業等を実施しました。 

また、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施については、４４市町村に事業を委
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託して実施しました。 

認定第２号についての説明は以上です。 

一般会計及び後期高齢者医療特別会計の両決算につきましては、監査委員による決算審査

が行われ、決算認定資料【別冊２】のとおり審査意見書が提出されていますので、地方自治

法の規定により、併せてご報告いたします。 

議長（石橋 浩人君） 次に、監査委員から決算審査の意見を求めます。 

監査委員 長谷川 敏朗君。 

監査委員（長谷川 敏朗君） 私から令和４年度の決算の審査結果について、御報告申し上

げます。 

お手元の決算認定資料【別冊２】審査意見書１ページをご参照いただきたいと存じます。 

去る令和５年６月２６日、令和４年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につきまして

審査をいたしました。 

その結果、審査に付されました一般会計及び特別会計に係る歳入歳出決算書、決算事項別

明細書及び実質収支に関する調書、財産に関する調書等は、関係法令に準拠して作成されて

いるものと認められました。 

また、決算の計数に関しましても、関係帳簿及び証拠書類と照合しましたところ、正確で

あると認められました。 

最後に、決算の概要につきましては、審査意見書にもまとめておりますとおり、適正かつ

効率的に予算が執行され、健全な財政運営であると判断いたしております。 

以上、決算審査の意見として御報告申し上げます。 

議長（石橋 浩人君） ただいまの監査委員の意見を踏まえ、「認定第１号」及び「認定第

２号」の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

認定第１号及び第２号は、これを原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、認定第１号及び第２号は、原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

（12）議案第１１号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１２「議案第１１号 福島県後期高齢者医療広域連合

例規集の電子化に伴う条例の用語等の整備に関する特別措置条例の制定について」を議題と



14 

いたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 議案第１１号「福島県後期高齢者医療広域連合例規集の電子化

に伴う条例の用語等の整備に関する特別措置条例の制定について」説明します。 

Ａ４横型の資料１の「議案説明資料」の５ページをお開きください。 

当該条例制定の趣旨は、例規集のデータベースシステム導入にあたり、既存条例を見直し、

用語、用字等の修正が必要となりますが、その際、個々の条例ごとの改正は煩雑となるため、

当該条例を定めることにより、内容及び効力に影響を及ぼさない限度で、一括して用語、用

字等の修正を行うものです。 

主な内容としましては、既存の条例等について、それぞれ国の告示、訓令及び通達の定め

るところに従い、適切な表記へ修正するものです。 

施行日は、公布の日です。説明は以上となります。 

議長（石橋 浩人君） それでは、議案第１１号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１１号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

 

（13）議案第１２号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１３「議案第１２号 福島県後期高齢者医療広域連合

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 議案第１２号「福島県後期高齢者医療広域連合地方公務員法の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」説明します。 

Ａ４横型の資料１の「議案説明資料」の６ページをお開きください。 

当該条例の趣旨は、引用する法令の項番号の改正です。 

７ページをお開きください。 

具体的には、附則第２条第４号で引用している「地方公務員法第２２条の５第１項」を
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「第２２条の５第２項」に改める内容となっています。条例の施行日は公布の日、適用は令

和５年４月１日に遡って適用します。 

議長（石橋 浩人君） それでは、議案第１２号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１２号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

 

（14）議案第１３号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１４「議案第１３号 福島県後期高齢者医療広域連合

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 議案第１３号「福島県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」説明します。 

Ａ４横型の資料１の「議案説明資料」の８ページをお開きください。 

当該条例の趣旨は、引用する法令の条項番号の改正です。 

９ページをお開きください。 

具体的には、附則第５条第３項に引用している「附則第６条第１項又は附則第７条第１項

若しくは第２項」を、「附則第７条第１項又は附則第８条第１項若しくは第２項」へ改め、

加えて、附則第７条第３項を同条第２項とする内容となっています。 

条例の施行日は公布の日、適用は令和５年４月１日に遡って適用します。 

議長（石橋 浩人君） それでは、議案第１３号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 
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お諮りいたします。 

議案第１３号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。 

 

（15）議案第１４号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１５「議案第１４号 福島県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体の数の減少及び福島県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約の

制定について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 議案第１４号「福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び福島県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約の制定について」

説明します。 

Ａ４横型の資料１の「議案説明資料」の１０ページをお開きください。 

当該規約制定の趣旨ですが、田村広域行政組合が令和５年３月３１日に解散したことに伴

い、福島県市町村総合事務組合の構成団体の数を減少させること及び規約の整備を行うもの

です。 

主な内容は、規約の別表に掲載されている「田村広域行政組合」を削除し、変更後の規約

を左横書きに改めることです。 

当該規約は、知事の許可があった日から施行となり、改正後の規約の規定は、令和５年４

月１日に遡って適用となります。 

１１ページから１３ページが新旧対照表です。 

議案第１４号の説明は、以上となります。 

議長（石橋 浩人君） それでは、議案第１４号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１４号は、これを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。 
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（16）議案第１５号及び第１６号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１６「議案第１５号 令和５年度福島県後期高齢者医

療広域連合一般会計補正予算（第１号）」及び日程第１７「議案第１６号 令和５年度福

島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」は、関連があ

りますので一括議題にしたいと思います。 

お諮りいたします。 

一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 議案第１５号「令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合一般

会計補正予算（第１号）について」議案書により説明します。 

議案書の２０ページをお開きください。 

補正の内容ですが、令和４年度決算の認定により繰越金が確定したことから、歳入歳出予

算の総額に、それぞれ ３，１６７万１，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出ともに１

２億７，９３７万４，０００円とするものです。議案書の２１ページから２３ページまでが、

一般会計補正予算の事項別明細書です。 

２２ページをご覧ください。 

まず、上段の表、歳入でありますが、４款「繰越金」１項「繰越金」１目「繰越金」に３，

１６７万１，０００円を追加するものです。これは、令和５年度への繰越金６，１４３万円

が確定したことから、令和５年度当初予算で計上していた繰越金２，９７５万９，０００円

との差額３，１６７万１，０００円を追加するものです。 

次に歳出ですが、下段の表となります。 

４款「予備費」１項「予備費」１目「予備費」に繰越金で追加したのと同額３，１６７万

１，０００円を追加するものです。議案第１５号の説明は以上です。 

続きまして、議案第１６号「令和５年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）について」説明します。 

議案書の２６ページをお開きください。 

補正の内容ですが、令和４年度決算の認定により、繰越金などが確定したことから、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ６６億３，０６１万８，０００円を追加し、予算総額を歳入歳出

共に２，６３７億８，６６３万４，０００円とするものです。 

議案書の２７ページから２９ページまでが、特別会計補正予算の事項別明細書です。 

２８ページをご覧ください。 

まず、上段の表、歳入ですが、３款「県支出金」１項「県負担金」２目「高額医療費負担

金」に４，２２５万８，０００円を追加します。これは、高額医療費負担金について、概算

交付額を実績額が上回ったことによる追加交付です。 

７款「繰越金」１項「繰越金」１目「繰越金」に６５億８，８３６万円を追加します。こ

れは、令和５年度への繰越金１４８億３，１４４万８，０００円が確定したことから、令和

５年度当初予算で計上していた繰越金８２億４，３０８万８，０００円との差額６５億８，
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８３６万円を追加するものです。 

次に歳出ですが、６款「諸支出金」１項「償還金及び還付加算金」２目「償還金」４６億

２，０５０万６，０００円の追加は、令和４年度に概算払で受けていた、国等からの療養給

付費負担金等の精算に係る償還金等です。 

７款「予備費」１項「予備費」１目「予備費」２０億１，０１１万２，０００円は、保険

料及び共通経費予備費に追加するものです。 

議案第１６号の説明は以上です。 

議案第１５号と併せて、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議長（石橋 浩人君） それでは、議案第１５号及び議案第１６号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１５号及び議案第１６号は、これを原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号及び議案第１６号は、原案のとおり可決されました。 

 

（17）報告第１号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１８「報告第１号 令和４年度福島県後期高齢者医療

広域連合一般会計繰越明許費繰越計算書について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（丹治 雅裕君） 報告第１号「令和４年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会

計繰越明許費繰越計算書について」説明します。 

議案書の３１ページをお開きください。 

令和４年度から令和５年度へ繰り越す内容は、２款「総務費」１項「総務管理費」事業名

「内部事務系ネットワーク構築事業」で、当該広域連合に適したシステム構築に時間が要す

ることから、８５０万円を繰り越すものです。 

報告第１号の説明は以上です。 

議長（石橋 浩人君） それでは、報告第１号の質疑を行います。 

質疑はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） 質疑なしと認めます。 
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これで、報告第１号を終わります。 

 

（18）同意第３号の説明、採決 

議長（石橋 浩人君） 次に、日程第１９「同意第３号 福島県後期高齢者医療広域連合監

査委員の選任の同意を求めることについて」を議題といたします。 

この件につきましては、地方自治法第２９２条で準用する同法第１１７条の規定によって

除斥の必要がありますので、１２番 本多 勝実君の退場を求めます。 

（本多 勝実 議員退場） 

議長（石橋 浩人君）副広域連合長より説明を求めます。副広域連合長。 

副広域連合長（髙橋 宣博君） 同意第３号「福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選

任の同意を求めることについて」でございます。 

監査委員のうち、広域連合議会議員から選任した清川 雅史監査委員が令和５年７月５日

付けで辞職されたことから、後任といたしまして、本多 勝実議員を監査委員に適任として

同意を求めるものであります。 

よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（石橋 浩人君） これより、同意第３号「福島県後期高齢者医療広域連合監査委員の

選任の同意を求めることについて」を直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

これより、採決を行います。 

お諮りいたします。 

同意第３号に同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（石橋 浩人君） ご異議なしと認めます。 

よって、同意第３号は、同意することに決定しました。 

ここで、１２番 本多 勝実君の入場を認めます。 

（本多 勝実議員 入場） 

議長（石橋 浩人君） １２番 本多 勝実君の監査委員選任は、同意と決しましたのでお

知らせいたします。 

 

（19）閉議及び閉会の宣告 

議長（石橋 浩人君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

以上で、会議を閉じ、令和５年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会い

たします。 

（午後２時４６分） 

 

 

 


